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★介護保険の給付対象となるサービス(１か月定額制)

要介護度区分 単位/月 1割負担額 2割負担額 3割負担額

要支援１ 3,438 3,627円 7,254円 10,881円

要支援２ 6,948 7,331円 14,661円 21,991円

要介護１ 10,423 10,997円 21,993円 32,989円

要介護２ 15,318 16,161円 32,321円 48,482円

要介護３ 22,283 23,509円 47,017円 70,526円

要介護４ 24,593 25,946円 51,892円 77,837円

要介護５ 27,117 28,609円 57,217円 85,826円

※1か月の料金＝要介護度の単位数×10.55(地域区分加算) ※端数切捨て

★適用される加算

加算項目 負担額（１割）

初期加算 32円/日

認知症加算(Ⅰ)※ 844円/月

認知症加算(Ⅱ)※ 528円/月

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 370円／月

総合マネジメント体制強化加算 1,055円／月

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 合計単位数×10.2％

介護職員等ベースアップ等支援加算 合計単位数×1.7％

※認知症加算はご利用者の状態によって選択

★介護保険の給付対象とならないサービス

項目 負担額

食費(朝食) 360円

食費(昼食) 550円

おやつ 100円

食費(夕食) 570円

宿泊費 2,040円

洗濯代 200円

理美容代 実費
ほか行事・レク等でかかる費用 実費

複写物の交付にかかる費用 実費

計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員、その他の者が共同し、

定期巡回し、サービス計画の見直しを随時行っていること

介護職員の処遇改善を行った場合につく加算

介護職員の処遇改善を行った場合につく加算
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加算要件

利用を開始した日から30日間追加される加算

日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M(Ⅰ)の場合につく加算

要介護2で日常生活自立度(Ⅱ)の場合につく加算

介護職員のうち介護福祉士・常勤職員等の割合で生じる加算


